
 

 

【指導・教育 関係】                    担当 山下 中沢 輿石 

電話 055-262-4422 

 

 

 

経営委員会が開催されました 
 

経営委員会が下記により開催され、その概要は次のとおりです。 

 日  時  平成１７年７月１９日（火） １６：００～ 

場  所  振興会会議室 

出席者  根津委員長   田口副委員長 

     新海委員    名執委員     鈴木委員 

     田村委員    三浦委員     須田委員 

協議事項 

1) 車検点検整備の促進（顧客の囲い込みと定着化、メニューの推進、 

保険の加入） 

2) 産業廃棄物の適正処理等 

3) 個人情報保護法案への対応とコンプライアンス（法令遵守） 

4) FAINES の普及推進とオフィシャルページの活用 

5) その他  

・専門家指導事業の実施 

 

 

 

 

指定協委員会が開催されました 
 

指定協委員会が下記により開催され、その概要は次のとおりです。 

 

 日  時  平成１７年７月２０日（水）６：３０～ 

場  所  振興会会議室 

出席者  荻原会長      村松委員    渡辺委員 

   水野副会長     細田委員    相馬委員 

   羽中田副会長    小澤委員     南 委員 

   佐藤監事      伊藤委員    河西委員 

   根津監事      雨宮委員    斉木幹事 

                        保坂幹事 

協議事項 

1)指定整備事業協議会事業活動について（意見集約） 

2)その他  

 ・なし 

 

 

 

 

 

 



   

 

街頭検査結果について 
 

定期点検整備の促進と不正改造車排除を図るため、街頭検査が実施されました。なお、検

査結果は次のとおりです。 

当日ご協力頂いた南巨摩南支部の皆様、ありがとうございました。 

 
 日 時 実施場所 参加者 摘 要 

運輸支局    5 名 総点検台数  132台7 月 19 日(火) 南巨摩郡 南

部 振興会       1 名 違反車両数    5台13:30 南部町地内

南巨摩南支部 内整備命令      1台～16:00  警 

口頭警告        4台 11 名 察 

 署 

 

 

 

個人情報保護法（整備事業者関係）について 

 

用語の定義関係 

      

（１）個人情報とは 

どのような情報が個人情報に該当するのか。 Ｑ１． 

Ａ．個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することがで

きるもの、または他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別

することができるものをいう（法第２条）。 

～例～車検証、受注書、免許証など、特定の個人を識別できる氏名、住所等が記載されて

いるものは個人情報となる。 

 

個人情報の定義のうち「個人情報を含まない（特定の個人を識別できない）ものはＱ２． 
対象とならない。」とは、具体的にどのようなものをいうのか。  

Ａ．個人情報保護法上、その情報だけで個人が特定できない場合は、個人情報にはならな

い。 

～例～自動車登録番号のみで個人が識別できない場合は個人情報にはならないが、これ

により登録事項等証明書を取得した場合は個人情報を取得したことになる。（なお、

登録事項等証明書は道路運送車両法に基づいて取得が可能なものであり、これに

よる個人情報の取得は、原則として不正な取得には当たらない） 

 

自動車の登録番号はなぜ個人情報に該当しないのか。 Ｑ３． 

Ａ．自動車登録番号だけでは個人を特定することはできないので、個人情報にはあたらな

い。 

 

顧客の整備データの記録は、個人情報となるのか。 Ｑ４． 

Ａ．単なる整備データだけで個人が識別されない場合は個人情報にはあたらないが、それ

以外に個人の氏名、住所等が記載されていて個人が識別できるものであれば個人情報と

なる。 

 

１ 



 

法人（会社）情報は個人情報に該当しないのか。 Ｑ５． 

Ａ．会社の名称、住所等のみの情報であって個人が識別できる情報が含まれていない場合

は、個人情報に該当しない。ただし、会社の代表者の氏名（個人名）、住所は個人情報と

なる。 

 

個人情報取扱事業者に該当しているかどうかは誰が判断するのか。 Ｑ６． 

Ａ．各事業者において判断することになる。 

 

（２）個人情報保護法の対象事業者とは 

どの程度の規模の事業者が個人情報保護法の対象となるのか。 Ｑ７． 

Ａ．保有している個人情報の数が、過去６ヶ月以内のいずれかの日において５,０００件を

超える事業者が個人情報保護法の義務対象（個人情報取扱事業者）となる。 

 

保険会社の代理店となっている場合は、保険会社が個人情報取扱事業者となり、代

理店である会社は個人情報の管理だけすれば良いのか。 
Ｑ８． 

 

Ａ．個人情報保護法では事業者ごとに個人情報取扱事業者に該当するかどうかが判断され

るが、保険会社の代理店となっている場合は、個人情報取扱事業者であるか否かにかか

わらず、個人情報取扱事業者である保険会社から保険募集の業務委託を受けていること

になるので、当該委託契約により個人情報保護の遵守義務が課せられることになる。 

 

個人情報の取得関係 

  

車検証をユーザーの了解なしにコピーした場合、個人情報保護法に違反するか。 Ｑ９． 

Ａ．車検証に記載されている情報（法人名義は除く）には個人情報が含まれており、これ

を勝手にコピーするなどして取得した場合は、個人情報の無断取得として不正取得とな

る。 

 

車検証上の個人情報を他の書類等に転記することは個人情報保護法上問題がある

か。 
Ｑ10． 

Ａ．車検証に記載されている個人情報を本人に無断で他の書類等に転記した場合は、個人

情報の無断取得として不正取得となる。 

 

「名簿屋」から購入した個人情報は、個人情報保護法ではどのように扱われるのか。Ｑ11． 

Ａ．名簿業者が、名簿に記載された個人情報について個人情報保護法に規定の第三者提供

の条件（あらかじめ本人の同意を得ていること等）を満たしていれば、個人情報の不正

な取得には当たらない。 

 

運輸支局で自動車登録番号から所有者の個人情報を取得することは、個人情報の不Ｑ12． 
正な取得に当たるのか。  

Ａ．自動車登録番号の情報により登録事項等証明書を取得した場合、そこに記載されてい

る個人情報を取得したことになるが、登録事項等証明書は道路運送車両法運送に基づき

誰でも請求が可能なものであることから、原則として不正な取得には当たらない。（なお、

電話帳、登記簿謄本等の公開されているものから個人情報を取得することは、不正な取

得には当たらない） 

 

２ 



   

 

自動車保険の継続で住所が分からないとき、住民票などを取得して住所を調べて連

絡してもよいか。 
Ｑ13． 

 

Ａ．住民票などを取得して住所を調べる場合、交付するかどうかの判断は自治体が個別に

行っているため、取得の目的が営利である場合、実際上、交付を受けることが困難であ

る。保険満期の案内が不着で返ってきたものを、後日のトラブル回避のため、記録とし

て残しておくことが必要である。 
新規顧客から個人情報を取得する際に、今後、車検・定期点検の案内や関係機関へＱ14． 
の照合等に使用する旨を書面により許諾を得ておくことが必要か。  

Ａ．顧客から個人情報を取得するに当たっては、次の区分に従って本人に利用目的を明ら

かにする必要がある。 

①個人情報を第三者に提供しない場合 

    ・書面により本人から直接個人情報を取得する場合は、書面又はその他の方法によ

り、あらかじめ本人に利用目的を明示する必要がある。 

    ・書面以外により本人から直接個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目

的を公表している場合を除き、その利用目的を書面またはその他の方法により本人に

通知するか、または公表する必要がある。 

②個人情報を第三者に提供する場合 

書面またはその他の方法により、あらかじめ使用目的を明示して本人の同意を得ておく

か、またはオプトアウトしなければならない。 

      注）オプトアウト：本人の同意がない場合でも、個人情報を第三者に提供でき

る特例。ただし、以下の環境整備をしなければならない。 

                 ・ＨＰや店頭などに以下の内容を盛り込んだプライバ

シーポリシーを掲示する。 

                 1）第三者への提供を利用目的とすること 

                 2）第三者に提供する個人データの項目 

                 3）第三者への提供の手段又は方法 

               4）本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データ

の第三者への提供を停止すること 

 

展示会を実施し、来場者にアンケート用紙への住所、氏名等の記入を求めた場合、

アンケート用紙に利用目的の記載が必要か。 
Ｑ15． 

 

Ａ．書面（アンケート用紙）により本人から直接個人情報を取得することとなるので、次

の区分に従って本人に利用目的を明らかにする必要がある。 
①個人情報を第三者に提供しない場合 

    書面又はその他の方法により、あらかじめ本人に利用目的を明示する必要がある。 

   ②個人情報を第三者に提供する場合 

書面またはその他の方法により、あらかじめ使用目的を明示して本人の同意を得ておく

か、またはオプトアウトしなければならない。 

        注）オプトアウト：本人の同意がない場合でも、個人情報を第三者に提供できる 

特例。 

ただし、以下の環境整備をしなければならない。 

              ・ＨＰや店頭などに以下の内容を盛り込んだプライバシーポ

リシーを掲示する。 

1）第三者への提供を利用目的とすること 

2）第三者に提供する個人データの項目 

3）第三者への提供の手段又は方法 

4）本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データ 

の第三者への提供を停止すること 

３ 



 

個人情報の利用関係 

 

個人情報の利用目的はどのようにしてお客様に知らせるのか。利用目的が周知されＱ16． 
ているかどうかを顧客全員に確認する必要があるか。  

Ａ．顧客から書面（申込や届出用紙）で個人情報を取得する場合は、本人に利用目的をあ

らかじめ明示する必要があるので、利用目的を書面にわかりやすく明示しておく。書面

以外による個人情報の取得の場合は、利用目的を書面またはその他の方法により本人に

通知するか、またはプライバシーポリシー等に利用目的を明記して公表しておけば、

個々の顧客に通知する必要はない。なお、個人情報保護法上、利用目的が顧客全員に周

知されているかどうかを確認する義務はない。 

 

入庫案内用ダイレクトメールを従来どおり送付することは可能か。 Ｑ17． 

Ａ．法施行前に取得した個人情報を法施行後に利用する場合は、法施行後に取得した個人

情報と同等に取扱う必要がある。例えば、法施行前に取得した個人情報を利用して法施

行後に車検案内のダイレクトメールを送付する場合は、郵便による車検案内に利用する

旨をプライバシーポリシーに個人情報の利用目的として明記し、公表しておくか、また

は本人に通知しておく必要がある。 

 

本社・営業所間においてメールで名簿を送受信してもよいか。 Ｑ18． 

Ａ．同一法人内の本社・営業所間のように個人情報を同一法人内で使用する場合は、第三

者提供には当たらないが、取扱いについては、プライバシーポリシーの利用目的以外に

利用しないなど、個人情報の管理規程に基づいて適切に管理する必要がある。 

 

イベントで記念品の当選者の氏名、住所を発表することは可能か。 Ｑ19． 

Ａ．当選者の発表に際しては当選者個人が特定されるような発表を行う場合は、あらかじ

め当選者の同意を得ておく必要がある。同意を得ることが困難な場合は発表に際して当

選者個人が特定されないような配慮が必要である。 

 

ユーザーの誕生日に記念品を送っていることに問題はあるか。 Ｑ20． 

Ａ．現在保有している個人情報の取扱いについては、利用目的を本人に通知するか、プラ

イバシーポリシー等に利用方法として明記し、ＨＰ等により本人の知り得る状態におい

ていれば、ユーザーの個人情報に基づいて記念品を送付することは可能であるが、本人

が記念品の送付が不用であるとして個人情報の消去を希望する場合には、原則として消

去に応じる義務がある。 

 

会員・組合員名簿を紛失した会員・組合員の間でそのコピーを渡すことは問題ない
Ｑ21． 

か。 

Ａ．あらかじめ会員名簿を会員・組合員等に配布することについて、会員・組合員本人か

ら同意を得ているのであれば、配布することは可能である。 

 

個人情報の管理関係 

  

下取車の旧ユーザーの新車保証書・定期点検記録簿・カーナビに記録された情報は、Ｑ22． 
どのようにすればよいのか。また、車検残のある自動車を販売する場合の自賠責保 
険証明書の取扱いはどのようにすればよいのか。  

４ 



   

 

Ａ．定期点検記録簿等に個人情報が記載されている場合は、個人情報の部分を切り取り、

確実に廃棄し、個人情報が外部に漏れないようにすることが必要である。 

 なお、自賠責保険証明書の取扱いについては、名義変更（権利譲渡）があった場合は原

則として再交付することになる。（詳細については、損保会社に確認すること） 

 

所有権留保車両の残債を他の販売店から確認された場合の対応方法は。 Ｑ23． 

Ａ．本人に無断で回答することには問題があるので、本人の了解の下で残債確認を行って

いることを確認してから回答する必要がある。例えば、「残債一括支払代金照会依頼書」

等の書面を用いて本人確認を行うことが必要である。 
他のお客様の見積書を見せてもいいか。 Ｑ24． 

Ａ．見積書を見せる場合は、個人情報に当たる部分を第三者が見ることができないように

配慮する必要がある。例えば、見積り金額だけなど、個人が特定されない部分は見せて

も差し支えない。 

 

カウンターから個人名や事業者名が入った伝票等を誰でも見ることが可能である Ｑ25． 
が、問題があるか。  

Ａ．個人情報の漏えいにつながるおそれが高いことから、部外者を事務所内に入れないよ

うな安全管理体制（入退室管理）をとる必要がある。 

 

社員の出張先を聞かれた場合教えてもいいか。また、社員の電話番号、携帯電話番

号、住所などを聞かれた場合教えてもいいか。 
Ｑ26． 

 

Ａ．業務上の範囲であればかまわないが、個人の携帯電話番号、住所などを本人の了解な

く教えることは個人情報の漏えいに該当する。 

 

事務所で使用するパソコンの設定や取扱いはどのようにすればよいか。 Ｑ27． 

Ａ．各社で情報危機の管理体制等に関する規程を定めて、当該規程に基づいた適切な管理

を行う必要がある。 

 

就業規則に個人情報の保護の取扱規程を入れる必要があるか。 Ｑ28． 

Ａ．個人情報の取扱いや管理方法については、各社によって規程がさまざまであると推察

されるが、個人情報管理規程が他にあれば必ずしも就業規則に定める必要はないものと

考える。なお、就業規則の取扱いについては、労働基準監督署の指導を受けることが望

ましい。 

 

個人情報の保護担当として管理者の選任が必要か。 Ｑ29． 

Ａ．個人情報取扱事業者であれば社内規程に基づく管理責任者を定め、適切に管理する必

要がある。また、個人情報取扱事業者でない場合であっても、個人情報取扱事業者に準

じた管理が必要となる。 

 

請求、納品書等、個人情報が記載された書類の保管期間や廃棄処分はどのようにす

ればよいのか。 
Ｑ30． 

 

Ａ．個人情報保護法上、個人情報の保管期間の定めはないが、処分に当たっては個人情報

が漏えいしないように適切に処分する必要がある。なお、廃棄方法については専門の業

者に依頼するのが望ましいが、適切に処分することが可能であれば、他の方法でもかま

わない。 

 

５ 



記録簿、概算見積書の保管等で注意することは何か。 Ｑ31． 

Ａ．個人情報が記載されている書類は施錠された室内に保管するなど、安全に管理するこ

とが求められているので、各社の規程に基づき適切に管理する必要がある。 

 

罰則関係 

 

個人情報取扱事業者に該当しない事業者にも個人情報を漏えいしたら罰則があるの

か。 
Ｑ32． 

Ａ．個人情報取扱事業者に該当しない事業者は、個人情報保護法の対象とならず、個人情

報保護法に基づく行政処分や罰則の適用はない。ただし、個人情報を漏えいした場合、

個人情報取扱事業者に該当するかどうかにかかわらず全ての事業者が、被害者から民事

上プライバシー侵害による損害賠償責任を追及される可能性がある。 

 

外部から個人情報が不正にアクセスされた場合、事業者に責任があるのか。 Ｑ33． 

Ａ．事業者が適切な管理、処置をしていても責任を問われる可能性があるので、外部から

不正アクセスされないような安全管理措置を講じることが必要がある。 

 

その他 

 

「自動車リサイクル法」の施行に伴い、事業者システム登録（A・Bタイプ）された

会員には、事業者情報センターから事業者コード`パスワードが送付され、平成17

年1月より使用することとなるが、パスワード等のセキュリティーは完全で他人に漏

れることはないのか。 

Ｑ34． 

 

 

Ａ．資金管理法人・情報管理法人（自動車リサイクル促進センター）が管理すべきもので、

法に基づき適切な管理を行うと聞いている。 

 

連合会として、整備事業者向けに、プライバシーポリシー等のサンプル文書を作成

する予定はあるか。 
Ｑ35． 

 

Ａ．書式サンプルを作成し、各整備振興会のホームページに掲載することを予定している

ので、整備振興会から提供を受けて各事業者でアレンジして利用していただきたい。 

 

零細企業として最低限やらなければならない事を教えて欲しい。 Ｑ36． 

Ａ．個人情報取扱事業者でない零細企業であっても、個人情報を漏えいした場合は、プラ

イバシー侵害による損害の対象となりえるので、個人情報取扱事業者に準じた対策を講

ずる必要がある。（パンフレット参照） 

 

連合会で整備事業者向けに販売している様式等で個人情報に該当するものは事業者

がわかるようにその旨記載するか何か印を付けるようにできないか。 
Ｑ37． 

 

Ａ．個人情報には、住所、氏名など、その情報だけで個人が特定できるものだけでなく、

他と照合することで個人を特定できる場合も含まれるが、帳票類の情報が個人情報に該

当するかどうかは、具体的事案に応じて事業者ごとに判断されるべきものなので、連合

会として印を付すことは考えていない。 

 

整備事業のための個人情報保護対策チェックシート的な簡易診断用紙を作成してい

ただけないか。 
Ｑ38． 

 

Ａ．文書サンプルを配布するので、当該サンプルにより対応していただきたい。 

６ 



   

 

 

株式会社、有限会社等の事業場名・会社名は不特定多数の人に周知されるべき性質

のものではないか。 
Ｑ39． 

 

Ａ．個人情報保護法は、個人情報を保護するものであり、会社（企業）のＰＲを規制する

ものではない。会社名等を公に示すかどうかは、各企業の判断である。 

 

 

 

オフィシャルページに参加しませんか 

 
本会のホームぺージは、平成１３年に開設され、現在は、会員名簿を追加するなどリニューア

ルされています。 

  また、会員名簿紹介ページは直接検索できるものとなっており、「名称」・「住所」・「電話

番号」等を紹介しています。 

  しかし、自らホームページを立ち上げている事業者が少ないことから、会員事業所が容易に参

加できる「オフィシャル・ページ」を新たに企画し、アクセスされるユーザーに会員事業場の手

頃な情報を提供しています。 

  つきましては、会員皆様の積極的なご参加をよろしくお願いします。 

  １）掲載形態 

         本文、写真及び付近図で構成します。 

   ２）作成料金 

         基本作成料 本文            ￥５,２５０   （消費税含む） 

                    写真（１枚）           ￥３,１５０   （消費税含む） 

                 地図               ￥５,２５０   （消費税含む） 

          個人情報保護に関する基本方針ページ  ￥１,０００  （消費税含む） 

         次の 6 パターンの組み合わせが可能です。 

Ａ 基本のみ                ￥５,２５０ 

Ｂ 基本＋写真（1）               ￥８,４００ 

Ｃ 基本＋地図             ￥１０,５００ 

Ｄ 基本＋写真（2）             ￥１１,５５０ 

Ｅ 基本＋写真（1）＋地図       ￥１３,６５０ 

Ｆ 基本＋写真（2）＋地図       ￥１６,８００ 

Ｇ 個人情報保護に関する基本方針ページ  ￥１,０００ 
                （各タイプに対応できるオプションです） 

  ３）申込方法 

     申込用紙に記入し、作成料を添えて下記に提出下さい。 

     提出先 振興会指導課まで 

 

  ４）注意事項 

    ◇整備料金及び比較表示に関する事項、他社と競合する内容は掲載できません。 

    ◇関係法令や景品表示などに抵触する表現・表示はできません。 

    ◇掲載内容によっては訂正またはご辞退をお願いすることがあります。 

    ◇自社のホームページがある場合は、自社ＰＲページへリンクします。 

      ◇変更の場合は、別途作成料金が必要となります。 
＊オフィシャルページはタウンページに掲載するような感覚で気軽に低予算（基本のみ５,２５

０円）でユーザーにＰＲすることが出来ます。 

 

 

７ 



 

ホームページ・リンクのお願い 
 

現在、振興会のホームページへは 16,300 件のアクセス件数があります。ＡＭＳ青年部の協 

力を得て、定期的に内容を更新する等、大変多くのユーザーさんにご覧頂いております。 

現在ホームページをお持ちの事業場は、ご一報頂ければ振興会のホームページとリンクさ

せることが可能です。ご希望の事業場につきましては、下記電話番号へお問い合わせ下さる

ようお願い致します。 

           TEL 055-262-4422  （指導課 担当：山下・輿石） 

 

 

 

関東ブロック共同広報「ラジオコマーシャル」について 
 

関東ブロック共同広報「ラジオコマーシャル」の９月分放送予定時間と、放送パターンが

下記のとおり決定いたしましたのでお知らせします。 

 

１．９月放送予定時間 

2005 年 9 月   山梨放送 ＦＭ富士 

「765morning」「くちこみアル

キメデス」コーナー内 

「SUPER TODAY FUJI」 

コーナー内 
番組名   

1 日 7:50 8:45 木

2 日 7:40、9:20 7:35 金

5 日 7:30 8:45 月

6 日 8:57 7:35、8:45 火

7 日 7:40 8:45 水

8 日 7:15、8:40 7:25 木

9 日 7:50 8:45 金

12 日 8:15 7:25 月

13 日 7:15 8:45 火

14 日 8:57 7:35 水

15 日 7:50 8:45 木

16 日 8:40 7:35 金

19 日 8:15 8:45 月

20 日 9:00 7:35 火

21 日 7:40 8:45 水

22 日 8:40 7:35、8:45 木

23 日 7:00 8:45 金

26 日 8:20 7:35 月

27 日 8:57 8:45 火

28 日 7:15 7:35 水

29 日 8:30 8:45 木

30 日 7:40 7:35 金

 

 

８ 



   

 

 

 

２．放送パターン（２０秒） 

①「日頃から」篇 

 

Ｍ ＣＩ～ＢＧ 

伊東さん  伊東四朗です。 

       私、趣味がテニスなんです。健康にもいい。自分の体調は自分で管理しな

くちゃ。クルマだってそう。日頃からの点検整備が大切ですよね。 

Ｎａ(女性) クルマの点検整備は、国から認証を受けた自動車整備工場で。 

伊東さん  お願いします。 

 

②「深呼吸」篇 

ＳＥ    《小鳥のさえずり》 

伊東さん  伊東四朗です。 

       朝の空気は新鮮ですねぇ。でも… 

ＳＥ    《自動車が激しく往来する音》 

伊東さん  こういう場所はたまりませんよ。クルマをキチンと整備する事は、地球環

境にもいいんです。 

Ｎａ(女性) クルマの点検整備は、国から認証を受けた自動車整備工場で。 

伊東さん  お願いします。 

 

③「健康診断」篇 

Ｍ ＣＩ～ＢＧ 

伊東さん  伊東四朗です。 

       私、と～っくに６０過ぎてます。「そのわりには元気」？ 

       それは、定期的に健康診断を受けているから。クルマも年に１度は点検整

備を受けましょう。 

Ｎａ(女性) クルマの点検整備は、国から認証を受けた自動車整備工場で。 

伊東さん  お願いします。 

 

④「ツイてない」篇 

Ｍ ＣＩ～ＢＧ 

伊東さん  いやぁ～ツイてない。もう、なんでこんなについてないんですかねぇ。 

        えっ？いや、車検のこと。整備が付いていない車検よりも、付いている車

検の方が安心だよね。 

Ｎａ(女性) 整備つき車検は、国から認証を受けた自動車整備工場で。 

伊東さん  お願いします。 
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整備主任者（技術）研修が開催されます 
 

平成１７年度の標記研修を次により実施致します。 

なお、該当日時等は、郵送にて各事業所に通知しますので必ず受講されますよう､お願いしま

す。 

記 

 

１．研 修対象者  各事業場で選任されている整備主任者 

          （１事業場１名以上） 

２．研 修 場 所  振興会教室・実習場 

３．研修担当講師  各ディ－ラ－技術担当者 

４．研 修 内 容 （学科）新機構、新装置の解説 

         （実習）①電気配線図を活用する診断技術 

             ②ハイブリット車の整備技術 

５．受 講 料  ６,５００円（学科編、実習編テキスト代を含む） 

６．研 修 時 間  受付 ９：００～ ９：３０ 

          研修 ９：３０～１６：００ 

７．研修日程 下表を参照して下さい 

研 修 日 曜日   該 当 支 部  

  ９月 ８日 (木)  南 北・南アルプス北 

  ９月２２日 (木)  岳 麓 

 １０月 ６日 (木)  岳 麓 

 １０月１３日 (木)  東 八 

 １０月２０日 (木)  甲府東・都 留 

 １１月１０日 (木)  甲府西 

 １１月１７日 (木)  甲府南  

 １１月２４日 (木)  甲府南・市 川 

 １２月 １日 (木)  甲府北・大 月 

 １２月１５日 (木)  峡 北・塩 山 

１２月２２日 (木) 韮 崎・上野原 

  １月１９日 (木)  日下部・南 々 

  ２月 ９日 (木)  南アルプス南・東 八 

  ２月１６日 (木)  支部外 
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第１５回山梨県自動車整備技能競技大会開催について 
 
この競技大会を通して、整備士相互の連帯交流を強め、また、技能錬磨の姿勢を広く社会

に示し、業界に対する正しい理解と認識を高め、業界の健全な発展と自動車の安全確保及び

環境保全に寄与することを目的に、関東運輸局山梨運輸支局、山梨県、軽自動車検査協会山

梨事務所等のご後援を頂き、下記の通り開催致しますので、開催当日は多数の応援を頂きま

すようご案内申し上げます。 

記 

 

 １．開催日時 平成１７年８月２７日(土)(雨天決行) ９：００～ 

 

 ２．場  所 山梨県自動車整備振興会 実習場 

 

 ３．出場支部 甲府南・市川・都留の３チーム 

 

 ４．内  容 

     ①１チーム２名による実技競技 

     （故障診断、測定、点検等による） 

 

 ※なお、山梨県大会において、優勝されたチームには全日本自動車整備技能競技大会に出

場して頂きます。 

  開催日 平成１７年１１月１２日(土)東京ビックサイト 

 

  また、自動車整備技能競技大会に合わせて商工組合より、つなぎ服等格安にて販売致し

ます。皆様方のお越しをお待ち申し上げます。 

 

２級・３級ガソリン自動車整備技能登録試験対応講座のお知らせ 
 

１．対象者 

  自動車整備士養成施設の修了者で、１０月２日(日)に実施される２級・３級ガソリン自

動車学科試験を再度受験する者 

 

 

２．研修日時 

  第 一 日 ９月 １日（木）   ９：１０～１６：００ 

  第 二 日 ９月 ７日（水）   ９：１０～１６：００ 

  第 三 日 ９月１４日（水）  １０：１０～１６：００ 

 

３．講習内容 

  過去の検定、登録試験をもとに出題の傾向と対策を徹底研究学習する。 

 

４．受 講 料 １５,０００円（資料代を含む） 

 

５．受付期間 ８月１日（月）～８月１９日（金） 

  

受講をご希望の方は、振興会教育課までお問い合わせ下さるようお願い致します。 

              TEL 055-262-4422 
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